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      ※訂正箇所赤字 

 

地方港湾重井港における桟橋連絡橋の脱落について 

 

１ 主 旨 

２月 23 日（日）地方港湾重井港の重井東において、桟橋への連絡橋の脱落が発生した。 

 

２ 事案の概要 

 〇 発生日時 令和７年２月 23日 18時頃 

〇 発生場所 地方港湾重井港 重井東（尾道市因島重井町） 

〇 現在の措置 立入禁止措置を実施 

〇 人的被害  なし 

 

３ 経過 

  ２月 23日（日） 18時頃   県民釣り人が因島警察署尾道警察署因島分庁舎に通報 

                その後、警察が東部建設事務所三原支所と重井港の管理 

事務を委託している尾道市へ連絡 

          19時    尾道市職員が現地確認 

                尾道市から航路運航者（㈱瀬戸内クルージング）へ使用中

止を連絡 

                   21時 30分  立入禁止措置完了 

  ２月 24日（月） 10時     東部建設事務所三原支所職員が現地確認 

                                

４ 現状 

 桟橋が使用できない状況であり、定期航路（尾道駅前～尾道新浜～因島重井東～須ノ上～

瀬戸田沢～瀬戸田 12 便／日）について、本日始発から重井東（利用者数：平日 約 30 人

／日、土日祝 約 80 人／日）を飛ばして運航している。 

 

５ 今後の対応 

当面の間、桟橋の使用を中止し、近隣の公共桟橋利用などの代替策の検討を行うとともに、

損傷状況の詳細調査を行い、早急な復旧に努める。 
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（位置図） 

定期航路（尾道～瀬戸田） 

 

現地写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 （立入禁止措置後） 

 

 

 

 

 

 

 

重井港重井東 

 

 

 

 
国土地理院配信の地図データを使用 

  


